
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○より実効的な評価による事業改善を目指し、一部施策（※）にロジックモデルを導入します。 

○具体的には、目指す地域像（最終アウトカム）を達成するための過程（中間的な成果（中間アウトカム）、短期的な

成果（初期アウトカム））を明示し、過程ごとに評価指標を設定し、実効的な評価による事業改善を目指します。 

 

※第六次総合計画に掲載している事業など、重要と考えられる事業から２事業に導入することとしました。 

  ①高齢者の介護予防事業（Ｐ４１） 

 ②障がい者の差別解消事業（Ｐ６４） 

 

※地域福祉計画全体の施策の体系（裏面参照）について評価を行うものではありません。 

 

○社会福祉法第107条に規定される市町村地域福祉計画として策定します。 

○社会福祉法第106条の５に規定される重層的支援体制整備事業実施計画についても、本計画に内包します。 

○多摩市の最上位計画である「第六次多摩市総合計画」における将来都市像に基づき、福祉分野や関連計画の

地域福祉に関する理念や方向性を横断的に示すとともに、ＳＤＧｓの理念を取り入れ、計画を推進します。 

○社会福祉協議会が中心となり策定する住民の活動・行動計画である「地域福祉活動計画」と密接に連携します。 
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見直し計画 第５次計画（本計画） 第1次計画

第五次計画

第４次計画 見直し計画

令和

5
(2023)

令和

10
(2028)

第六次計画
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多摩市地域福祉計画（令和８年度～令和 1０年度）について 

 

 

１ 第六次多摩市総合計画の反映 

   現在の地域福祉計画を策定した後に第六次多摩市総合計画が策定されたため、第六次多摩市総合計画の 

方向性や基本計画の前提となる事項の反映を行いました。 

２ 重層的支援体制整備事業実施計画の策定 

   多摩市における包括的な支援体制整備のための具体的事項について示す「重層的支援体制整備事業実施計

画」（社会福祉法第 106条の５）を地域福祉計画に内包します。 

３ 評価方法の見直し（ロジックモデルの導入） 

目指す地域像（最終アウトカム）を達成するための過程（中間アウトカム、初期アウトカム）を明示しました。 

また、実効的な評価による事業改善を目的とし、一部施策にロジックモデルを導入します。 

計画見直しの趣旨 （P１） 

計画の位置付け・期間 ・策定体制（P２～６） 

 

市民と関係機関等が密接に連携し、健幸都市（スマートウェルネスシティ）の実現に向けた取り組みを推進します。 

 

 

健幸都市の実現に向けて （P１１～１８） 

■目指す方向性     
 

基本理念 （P22～23） ※現計画から変更なし 

誰もが認め合い 支え合う みんな笑顔で健幸なまち 多摩 

① 身近な地域で健幸的な生活をはじめる 

 

■地域づくりの視点 

② 地域でつながりを深める ③ 地域のみんなで見守り支え合う 

 

 

○評価方法の見直しに伴い、施策の体系（裏面参照）を整理しました。 

具体的には、目指す地域像（最終アウトカム）を達成するための過程（中間的な成果（中間アウトカム）、短期的な

成果（初期アウトカム））を明示しました。 

○その結果、類似した内容を統合し、目指す地域像を８つから５つに、基本施策を６つから５つに修正しました。   

※なお、統合により記載していた要素を削ったものではありません。 

施策の展開 （P３０～65） 

評価方法の見直し・ロジックモデルの導入について （P１９・P41・P64） 



●施策の体系 

 


